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旧高岡共立銀行利活用事業アドバイザリー業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

  この要領は、旧高岡共立銀行利活用事業アドバイザリー業務を委託する事

業者を公募型プロポーザル方式により選定するに当たり、必要な事項を定め

るものとする。 

   

２ 業務の概要 

（１）業務の名称 旧高岡共立銀行利活用事業アドバイザリー業務委託 

（２）業務の目的 

本業務は、山町筋伝統的建造物群保存地区内に立地する「旧高岡共立銀

行」について、民間活力を活かし、文化財的価値の保存と交流拡大に資す

る機能の両立に向け、旧高岡共立銀行を活用する民間事業者の公募から本

市との契約締結までを円滑に進めるため、その過程で必要となる各種検討

及び資料等の助言・作成等、必要な支援を行うことを目的とする。 

なお、旧高岡共立銀行の活用については、公共施設としての活用ではな

く、民間事業者による活用・運営を想定している。 

（３）業務の内容 

① 実施要領等の作成支援 

・ 実施要領の作成支援 

・ 仕様書の作成支援 

・ 審査基準の作成支援 

・ 様式集の作成支援 

・ 基本協定書及び契約書等の作成 

② 実施要領等への質問に対する回答案作成 

③ 民間事業者選定に係る選考委員会の運営支援 

④ 契約締結に係る支援 

⑤ 報告書のとりまとめ 

詳細は、旧高岡共立銀行利活用事業アドバイザリー業務委託仕様書

のとおり。なお、公募で活用する民間事業者が決定しなかった場合、上

記（３）④の業務は実施せず、その分の費用は支払わないこととする。 

（４）業務の履行期間 

   契約締結日から令和７年３月 31日まで 
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（５）委託料上限額 10,000,000円（消費税及び地方消費税を含む。） 

※（様式７）参考見積書は、上記（３）④を含む場合と含まない場合の 

金額をそれぞれ記載すること。 

先に説明した通り、公募で活用する民間事業者が決定しなかった場

合上記（３）④は、本業務に含めないものとする。 

（６）担当課 

高岡市未来政策部未来課 

所在地：〒933-8601 富山県高岡市広小路７番 50号 

    ＴＥＬ：0766-20-1320 

    ＦＡＸ：0766-20-1670 

    メールアドレス：mirai@city.takaoka.lg.jp 

 

３ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加する者は、以下の要件を満たしていること。 

（１）高岡市入札参加者名簿に登載された者であること。（参加表明書提出時

点で名簿登載者でない者は、参加表明書提出前に入札参加資格審査申請

を行うこと。） 

（２）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項各号の

いずれかに該当する者でないこと。 

（３）高岡市指名停止要領に基づく指名停止期間中でないこと。 

（４）本プロポーザルに参加しようとする他の者との間に次に規定する資本

関係又は人的関係のいずれにも該当しないこと。 

① 親会社（会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第４号に規定する親

会社をいう。以下同じ。）と子会社（同法第２条第３号に規定する子会

社をいう。以下同じ。）の関係にある場合（子会社が民事再生法（平成

11 年法律第 225 号）の規定による再生手続開始の決定又は会社更生

法（平成 14 年法律第 154 号）の規定による更生手続開始の決定（②

において「民事再生法等の再生手続開始の決定」という。）を受けた会

社である場合を除く。） 

② 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合（子会社の一方が民

再生法等の再生手続開始の決定を受けた会社である場合を除く） 

③ 一方の会社の役員（会社法施行規則（平成 18 年法務省令第 12 号）第

２条第３項第３号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下

同じ。）が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合（会社の一方が会

社更生法の規定による更生会社又は民事再生法の規定による再生手続

中の会社である場合を除く。） 
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(ア) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げるものを除く 

（ⅰ） 会社法第２条第 11 号の２に規定する監査等委員会設置会社に

おける監査等委員である取締役 

(ⅱ) 会社法第２条第 12号に規定する指名委員会等設置会社における

取締役 

(ⅲ) 会社法第２条第 15号に規定する社外取締役 

(ⅳ) 会社法第 348 条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合

により業務を執行しないこととされている取締役 

（イ）会社法第 402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 

（ウ）会社法第 575 条第１項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又

は合同会社をいう。）の社員（同法第 590条第１項に規定する定款に

別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社

員を除く。） 

（エ）組合の理事 

（オ）その他業務を執行する者であって、(ア)から(エ)までに掲げる者に

準ずる者 

④ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法又は民事再生法の規定

により選任された管財人を現に兼ねている場合 

（５）過去５年間に（令和元年度から令和５年度）において、国・地方公共団

体又はその他の公共団体が発注するアドバイザリー業務を１件以上受

注し業務を完了した実績を有していること。 

 

４ スケジュール 

項目 日程 

公募開始（公告日） 令和６年４月 19日（金） 

質問書の受付期限 令和６年５月２日（木）17時 

参加表明書の提出期限 令和６年５月 10日（金）17時 

企画提案書の提出期限 令和６年５月 16日（木）17時 

選考委員会の開催 令和６年５月 27日（月） 

選考結果の通知 令和６年５月下旬以降 

契約締結 令和６年５月下旬以降 

 

５ 質問の受付及び回答 

実施要領、仕様書等に関する質問の受付及び回答は、次のとおり行う。 
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（１）提出期限 

   令和６年５月２日（木）17 時必着 

（２）提出先 

   ２（６）記載の担当課 

（３）提出方法 

質問書（様式Ａ）により電子メール（様式添付）で提出すること。 

なお、直接窓口に持参した場合は、受理しない。 

（４）回答 

   質問書に対する回答は、随時、高岡市ホームページで公開する。なお、仕

様書等に関する回答は、仕様書等記載事項の追加又は修正とみなす。 

 

６ 参加表明書の提出等 

本プロポーザルに参加しようとする者は、次のとおり参加表明を申し出る

こと。 

（１）提出期限 

  令和６年５月 10日（金）17 時必着 

（２）提出先 

  ２（６）記載の担当課 

（３）提出方法 

参加表明書（様式Ｂ）を郵送、電子メール（様式添付）又は持参により

提出すること。 

※持参の場合の受付時間は、土曜日、日曜日、祝日を除く日の午前９時

から午後５時までとする。 

※郵送の場合は、令和６年５月 10日（金）必着とし、一般書留又は簡易

書留で送付すること。 

※郵送及び電子メールの場合は、収受確認のため、送付後に電話するこ

と。 

（４）辞退方法 

参加表明書を提出後に辞退する場合は、企画提案書の提出期限の日まで

に辞退届（様式Ｃ）を郵送、電子メール又は持参により提出すること。 

※持参の場合の受付時間は、土曜日、日曜日、祝日を除く日の午前９時

から午後５時までとする。 

※郵送の場合は、令和６年５月 16日(木)必着とし、一般書留又は簡易書

留で送付すること。 
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７ 企画提案書の提出等 

  企画提案書は、６に定める参加表明を行った者のみ、提出できるものとし、

次のとおり提出すること。 

（１）提出期限 

  令和６年５月 16日（木）17時必着 

（２）郵送宛名（封筒記載のこと） 

〒933-8601 富山県高岡市広小路７番 50号  

高岡市未来政策部未来課 行 

            「旧高岡共立銀行利活用事業アドバイザリー業務委託 

企画提案書」在中 

（３）提出方法 

  持参又は郵送（一般書留若しくは簡易書留とし、提出期限必着とする。）で

提出すること。 

（４）提出書類 

（様式１）提案者の概要 （Ａ４_１ページ） 

（様式２）表紙 （Ａ４_１ページ） 

    （様式３）実施体制 （Ａ４_１ページ） 

 （様式４）類似業務の実績 （Ａ４_２ページ以内） 

 （様式５）実施方針・企画提案 （Ａ４_３ページ以内） 

 （様式６）実施計画 （Ａ４_１ページ） 

（様式７）参考見積書 （Ａ４_４ページ以内） 

（５）提出部数 

・ （様式１）は１部を紙媒体で提出すること。 

・ （様式２）から（様式７）までについては、ページ番号を付して、左

綴じ（ホチキス２点止め）で１冊にまとめ、正本１部及び副本７部を

紙媒体で提出すること。副本には、提案者名が判別できる文字・ロゴ

等を記載しないこと。なお、副本に、従事予定者の氏名、所属・役職

名が記載されることは問題ないこととする。 

（６）企画提案書作成上の注意点 

・ 企画提案書（様式１～７）は、Ａ４判、文字は 11 ポイント以上とす

る。 

・ 企画提案書に未提出部分や記載漏れがあった場合、当該項目の得点を

０点とする。 

（７）企画提案書の取扱い等 

① 企画提案に要する一切の費用は、参加者の負担とする。 

② 提出された企画提案書について書き換え、引き換え又は撤回すること
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はできない。 

③ 提出された企画提案書は、返却しない。 

④ 企画提案書は、審査以外に作成者に無断で使用しない。ただし、高岡 

市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年条例第 41号）及び

関係法令に基づき、開示する場合がある。 

（８）特許権等の使用 

第三者の特許権、著作権、商標権、実用新案権その他の排他的権利の対

象となっている方法を使用するときは、参加者がその費用負担及び使用交

渉の一切を行うものとする。 

（９）著作権 

企画提案書等の著作権は、当該企画提案書等を作成した者に帰属するも

のとする。ただし、優先交渉権者に選定された者が作成した企画提案書等

の書類については、市が必要と認める場合には、市は、優先交渉権者にあ

らかじめ通知することによりその一部又は全部を無償で使用することがで

きるものとする。 

 

８ 失格又は無効 

次のいずれかの事項に該当した場合は失格又は無効とする。 

（１）企画提案書が提出期限を過ぎて提出された場合 

（２）企画提案書が実施要領等において指定した方法以外の方法で提出され

た場合 

（３）企画提案書その他提出書類に虚偽の記載をした場合 

（４）実施要領等に示した委託料上限額を超える金額の提案をした場合 

（５）公募に対して、選考委員会へ故意に接触を求める行為を行った場合 

（６）市職員から不正にプロポーザル又は選考に係る情報を得ようとし、又

は得た場合 

（７）前２号のほか、選考に影響を及ぼすおそれがあると認められる不正な

行為を行った場合 

（８）その他実施要領等に定める条件（軽微なものを除く。）に違反したと認

められる場合 

 

９ 優先交渉権者の選定 

（１）選定主体 

選考委員会が評価を行うものとする。 

※優先交渉権者とするのは、各審査員による評価の合計点の平均が 60 点

以上の提案者に限る。 
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（２）評価基準及び配点 

    プロポーザルは次の評価基準に基づき評価する。 

評価項目 評価基準 配点 

①実施体制 業務実施の 

体制・人員 

・公募から締約締結まで支障の無い体

制・人員となっているか。 

15点 

②実績 業務実績 

 

・国や地方公共団体、民間企業等での

当該業務委託と種類及び規模をほぼ

同じくする業務委託の実績は十分あ

るか。 

・本業務に配置する人員がアドバイザ

リー業務のノウハウがあり、経験を有

する場合は高く評価する。 

15点 

③提案内容 的確性 ・本業務の目的を理解しどのように進

めるかを踏まえた実施方針となって

いるか。 

・本業務における配慮事項及び対策等

を示しているか 

20点 

実現性 ・理論的で実現性の高い提案となって

いるか。 

20点 

④実施計画 業務実施のス

ケジュール・

工程 

・実現可能なスケジュール及び工程と

なっているか。 

10点 

⑤説明・応答 専門性・信頼性 ・説得力があり、専門性が高い内容の

プレゼンテーションとなっていたか。 

・質疑に対して的確な応答であるか。 

10点 

⑥価格 見積額 ・適正かつ安価な価格が提示されてい

るか。 

（全事業者の中での最低見積金額／

事業者の見積金額）× 配点 （少数点

以下切捨て）により配点する。 

10点 

合 計  100点 
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（３）選考委員会による審査 

① 企画提案書審査（一次審査）の実施 

      応募数が５者以上の場合は評価基準に基づく企画提案書審査により

採点を行い、各委員の合計得点の上位５者（各審査員による評価の合

計点の平均が 60点以上の提案者に限る。）にプレゼンテーション・ヒ

アリング参加者を限定する場合がある。なお、その場合は応募者へそ

の旨を通知するものとする。 

② プレゼンテーション・ヒアリング（二次審査）の実施 

ア 日 時 令和６年５月 27日（月） 

※参加順、集合時間その他詳細は後日改めて通知する。 

イ 場 所 高岡市役所 会議室 

ウ 出席者 

    プロポーザル参加者側の出席者は１事業者あたり２名以内とする。 

エ 説明時間 

      各プロポーザル参加者１事業者あたり 15分、質疑応答時間 10分 

を予定している。 

オ その他 

選考委員会では、事前に提出した企画提案書に基づく説明を行い、

追加資料の配付や投影は禁止する。 

プレゼンテーションは、非公開により実施する。 

カ 留意点 

      プレゼンテーションの際は、自らの名称を明らかにしないこと。 

 

10 結果の通知及び公表 

審査において選定された優先交渉権者名について、提案者全員にメールで

通知する。また、契約締結後、選考結果をホームページにおいて公表する。

（優先交渉権者以外の提案者名は公表しない。） 

なお、本プロポーザルの審査結果に関する異議申し立て、質問等には応じ

ない。 

 

11 契約手続等 

本プロポーザルは、本業務に適した提案者を選定するものであり、契約締結

前に市と契約関係は生じない。 

（１）業務内容に関する協議 

   本業務の内容については、優先交渉権者が提出した企画提案書を踏まえ、

市と優先交渉権者が協議を行って仕様書を定めるものとする。 
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  優先交渉権者との協議が整わなかった場合や優先交渉権者が契約を辞退

した場合は、選考における評価が次点であった者と協議を行う。 

（２）契約手続 

市は、高岡市契約に関する規則に定める随意契約により、優先交渉権者

から見積書を徴取し、契約を締結する。 

契約締結に当たっては、同規則に定める契約保証金を高岡市に納付しな

ければならない。ただし、同規則第８条各号に該当する場合は、契約保証

金の全部又は一部を免除する場合がある。 

（３）契約金額 

   契約金額は、（１）の協議結果に基づき、改めて見積書を徴取し決定す

る。なお、当該見積書の見積額は提案の際、提出した参考見積書の見積額

を超えないものとする。 

 

12 その他留意事項 

（１）本プロポーザルの参加に要する費用は、全て参加者の負担とする。 

（２）提出した企画提案書の書き換え、引き換え又は撤回をすることはできな

い。 

（３）提案者が１者しかいない場合においても、企画提案書及びヒアリングに

より選定を行う。 

（４）受託者は、旧高岡共立銀行利活用事業に関して応募又は参画することが

できない。また、旧高岡共立銀行利活用事業に応募又は参画をしようと

する民間事業者のコンサルタント等の業務も受託することはできない。 


